
NO!
受動喫煙

受動喫煙防止を強化する罰則付きの改正健康増進法が成立し、
2020年の全面施行にむけて2019年から段階的に施行されます。
［参考資料］1. 厚生労働省　喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書, 2016.
　　　　　2. 厚生労働省　禁煙支援マニュアル（第二版）増補改訂版, 2018.

5000種類以
上の

化学物質
70種類以上の発ガン物質

受動喫煙により、

1日に41人
年間15,000人が死亡
受動喫煙との関係が確実な４つの病気（脳卒中、肺がん、虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群）について、
受動喫煙が原因で亡くなったと推定された人数（厚生労働省研究班の推定結果）

マナー 法律から

喫煙は、マナーではなく有害物質として規制が必要です。
法規制により、病気が減ることがわかっています！

敷地内禁煙！
（屋外に喫煙場所設置可） （喫煙専用室のみ喫煙可） （喫煙専用室のみ喫煙可）

原則屋内禁煙！ 原則屋内禁煙！

病院・学校 飲食店 オフィス・事務所
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